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１年生のみなさん 入学おめでとう！ 
２.３.４.５.６年生のみなさん 進級おめでとう！ 

  

 桜の花が満開に咲き誇る４月５日に、ピカピカの 1 年生 121

人を迎え、8 日には進級し、おにいさんおねえさんらしくなった

２年生から６年生と久しぶりに出会い、とても元気いっぱい、

素敵なスタートを切ることができました。全校児童 626 人にな

りました。昨年の４月は 546 人でしたので 80 人も増え、少し大

きな学校となりました。 

 今年も、学校だよりを発行しながら、学校全体の様子や教育方針等をお伝えしてい

きたいと思っています。また、ホームページにも学校の様子等を掲載していきますの

で、ご覧いただきたいと思います。今年度もよろしくお願いします。 

 

 さて、入学式、始業式では、この１年、南丘小で過ごす毎

日が素敵な日々になるように、「スイミー」の物語を使って話

をしました。 

 たくさんのきょうだいたちと楽しく暮らしていたスイミ

ーですが、ある日突然まぐろにおそわれて、一人ぼっちにな

りました。きっと、これから始まる学校生活は楽しいことばかりではありません。時

には、友だちとけんかをしたり、いやなことを言われてつらくなったり、とてもこま

ったことがあったり、勉強がわからなくて心ぼそくなったりする

ことがあるかもしれません。スイミーも同じでした。こわくてさ

びしかったのです。でも、がんばって一人で広い海を泳ぎはじめ

ました。 

 すると、くらげに出会います。にじ色のゼリーのようなクラ

ゲ・・・きっととてもきれいだったでしょう。水中ブルドーザー

みたいないせえび・・・大きくてちょっとこわいけど、たのもしそ

う。見たこともないさかなたち、見えない糸で引っ張られている・・・

きちんとやくそくをまもってなかよしだなあ・・・ドロップみたい

な岩から生えているコンブやわかめの林・・・かわいいなあ。うな

ぎ。顔を見るころにはしっぽをわすれているほどながい・・・おもしろくて、ふしぎ。

風にゆれるもも色のやしの木みたいないそぎんちゃく・・・とてもすてき、楽しそう

におどっているなあ。 

 スイミーはこのように色々な生き物と出会ってだんだん元気になっていきます。

みなさんも、きっと同じ学年や学級、そして学校の仲間には、いろんな人がいて、そ

れぞれ個性があって、素敵だなあ、かっこいいなあ、おもしろいなあって元気をもら

っている事でしょう。心がちょっとさびしくなったら、周りを見回してみると、スイ

ミーのようにたくさんたくさん元気をもらえると思います。 

 最後に、スイミーは自分とそっくりなきょうだいに出会います。きっと、みんなも

こんなにたくさん友だちがいるのですから、自分とよく似た考えの人や自分のこと

をわかってもらえたり、助けてもらえたりする友だちと出会うことができるでしょ

う。そして、スイミーのように出会った仲間と一緒に、自分の悩みや困ったことを解

決できるようになるといいなあと思います。 

 学校は、スイミーの世界と同じだと思います。つながりがなくても何だが元気をも

らえたり、仲良くなると一緒にいろんな活動ができたり、

何かに向けてみんなでがんばったり、互いに競い合って

努力したり、けんかしたり仲直りしたり・・・と。一人ひ

とり大切な命と個性をもった仲間ですから、みんなで協

力し合えば、どんなことでも乗り越えられると思います。 

 南丘小学校のみんなにとって、素晴しい 1 年になることを願っています。 

 
①毎年、４月に予定していました２年生以上の家庭訪問は本年度より実施し

ないことにしました。入学された１年生の時のみ、家庭訪問をさせていただ

き、２年生以上は６月と１１月の懇談等にて学校の様子をお伝えします。近

年、共働きのご家庭も増えてきましたので、保護者の皆さまが来校し、こど

もの様子を参観していだだく機会をできるだけ月１回程度にしました。しか

し、学校と保護者様とつながることはとても大切だと感じています。日常的

に、電話で連絡をとったり、訪問させていただいたり、また、来校いただくことを今後も大

切にしていきたいと考えております。ご心配なことや相談したいことなどがございましたら、

これまでと同様、遠慮なく連絡くださればと思っております。よろしくお願いいたします。 

➁先日、大阪府が小中学校における携帯電話の取扱いに関するガイドラインを公表し、登下

校中の安全・安心のために携帯電話の所持を「一部解除」（これまでは、携帯電話の持ち込み

を禁止していましたが、登下校に限り携帯電話を所持してもよいという方針にした）しまし

た。しかし、ガイドラインには、学校または市町村教育委員会は平成 31（2019）年度中にル

ールや方針を定め、保護者に周知することとしていますので、豊中市教育委員会がルールや

方針を定めるまでは、これまで通りといたします。ご理解、ご協力いただきますようよろし

くお願いします。 
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